
面会禁止 

継続のお願い 
5 月 25 日（月）に非常事態宣言が解除されましたが、6 月中は原則

面会禁止を継続させていただく予定となっております。

面会禁止の緩和は、近隣都県や横浜市内の新型コロナウイルス感染者

状況等を考慮しながら行っていく予定です。

また医師からの説明、受診されるために来院される場合は、マスク着

用をお願いしています。マスクがお手元にない患者様・ご家族様におか

れましては近くにいます職員へご相談ください。 

面会制限の緩和につきましては、再度院内掲示をさせていただきます。 

患者様・ご家族の皆様にはご迷惑をおかけしますが 

ご理解・ご協力よろしくお願いいたします 

2020年 6月 4日 戸塚共立第 2病院 病院長 




